
様式 第３号(第３条関係)

川衵

部　開　 示　 決　 定　 通　 知　 書

武巾フ第　36　　号

平成26 年５月15 日

武雄市長　樋　渡　啓

平成26 年４月30 日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄｢打情報公開条例第９条第１

項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することと決定したので通知しま卞、

公文書の件名 平成25 年度武市フ文書件名簿の内、 文書番号166$ 以降の部分翕て

開 示 の| ］時 開示文書郵送による

開 示 の 場 所 [司卜

公 文 書の- 部

を 不開 示 とす

る理由

武雄市情報公開条例第７条２号の規定に該当

(理由)

当該文書の中、個人情 報に該当する ものが含まれているため，

所　 管　　課 つながる部　 フェイ スブック・シテ ィ課　フェイ スブ ック係

電話澣け(直通)０９５４－２３－９１２１

注１　公 文耆の開示を受ける際には、この通知､11を係貝に提示してください．

２　指定された公 文書の開示の凵時に 支障があるときは、あらかじめその旨を所管課に連絡してく

ださい

３　二の決定について 伺假がある場 函 二は、この決定があったこ とを 知っ た|卩＼褐牡に らヽ起算して

60 川以内に武雄巾長に対して 咒議IIいyてを十る 二とができます(なお 、 二(ﾉ)決定があったことを

知っ た川の夕|| から起算して60 川以内であって 岾　 二の決定の|け)翌日から･Ｓ算して Ｉ 乍を経

逎十ろ と咒議巾ヽI･lてを十る 二とができたく々り ま十　)

亅　 二内 決定にうい ては、 二力決定( に(! ３ 内 咒議巾､y てをした塲 爬にあっては、１,詼咒議巾ヽl回こ

に 対十る決定)かか､･バ七二とをj11レバこ||巾や| にう 起り.して6 fi印｣ 以内に．武雄巾を陂占 とレ て

(.訴訟において武 夘IIlj‘を代表十る 行は、武Mhld 七 二Jj ます　) 、処分内 収消し内､訴えを捉 起十る

二言卜 ごき ま卞じdj 、 二一二)決定かあったことを 加った11 古翼|匚いこ起算して ６ 筒目以内 でもう

て 匸　 二･､≒夬･心占 凵ムヤ 囗う' ･
 ･ 'ti1

 L 厂ご１ 乍を経溺十ろリ･り 尸･収消し 判訴こ そ提･Ｕ十 ることか

できこ こにＪＪＩ 十　}
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